みやざきエコアクション　申し込みから認定証交付までの流れ
	順序
	取組主体
	取　組　内　容

	１
	事業所
	「みやざきエコアクション申込書」（様式第１号）に必要事項を記入し、宮崎市環境保全課へ提出する（郵送、メール、FAX可）。

	２
	市
	申し込みのあった事業所に対して制度の詳細について説明（場合によ

っては説明会を開催）。

	３
	事業所
	「みやざきエコアクション認証規格」に適合するエコアクションシス

テムを構築し、文書化（「みやざきエコアクション報告書」を作成）
する。

	４
	事業所
	一定期間（最低３ヶ月間）、エコアクションシステムを運用しながら、

実行したことを「みやざきエコアクション報告書」に記録する。

	５
	事業所
	一定期間（最低３ヶ月間）、エコアクションシステムを運用した後、

「みやざきエコアクション認証申請書」（様式第２号）に必要事項を
記入し、宮崎市環境保全課へ提出する（郵送、メール、FAX可）。

	６
	市
	審査員を事業所に派遣・審査を実施し、その結果を市長に報告する。

	７
	みやざきエコアクション判定委員会
	上記の審査結果を踏まえて、認証の適合・不適合について総合的に判

定する。

	８
	市
	認証することが適当であると判定した事業所に対して、市長が認定証
を交付する（有効期限：認証の日から３年間）。

	９
	事業所
	「みやざきエコアクション認証規格」に基づき、システムを継続的

に運用し、「みやざきエコアクション報告書」を毎年度作成するとと

もに、毎年１回、中間審査を受審する。


※３～４までの作業（エコアクションシステムの構築、みやざきエコアクション報告書の作成など）のうち、要望のあったものについては、本市で援助・支援します。







































